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訴訟の控訴審判決に関するお知らせ 
 

平成28年11月９日付「当社に対する控訴の提起に関するお知らせ」および平成28年11月11日付

「控訴の提起に関するお知らせ」でお知らせしました株式会社ＳＲＡホールディングスの子会社である

株式会社ＳＲＡとの訴訟につきまして、本日付で東京高等裁判所より下記の内容の判決が言い渡され

ましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 控訴審判決に至る経緯 

（１）当社は、株式会社ＳＲＡを開発委託先とし、平成17年より次世代基幹システムの開発に着手した

ところ、メイン機能である販売システムが合意された時期に納品されませんでした。 

こうした中、株式会社ＳＲＡは当社に対して、平成23年３月31日付で業務委託料の未払いを理由と

して損害賠償請求（請求額４億245万9,817円）を求める訴訟（訴訟①）を、当社は株式会社ＳＲＡ

に対して、平成23年４月６日付で債務不履行を理由として既払業務委託料の返還及び損害賠償（請

求額11億5,843万7,653円）を求める訴訟（訴訟②）を、それぞれ東京地方裁判所に提起し、訴訟①

および訴訟②は併合のうえ審理され、平成28年10月31日付で東京地方裁判所により、概略、以下の

判決が言い渡されました。 
 
① 訴訟①（原告：株式会社ＳＲＡ 被告：当社） 

当社は株式会社ＳＲＡに2,232万5,625円及びこれに対する商事法定利率年６％の割合に

よる金員を支払え。 

② 訴訟②（原告：当社 被告：株式会社ＳＲＡ） 

株式会社ＳＲＡは当社に対し、金８億2,232万2,500円及びこれに対する商事法定利率年

６％の割合による金員を支払え。 

③ 訴訟費用は４分の３を株式会社ＳＲＡ、４分の１を当社の負担とする。 
 
（２）この判決に対して、株式会社ＳＲＡは平成28年11月８日付けで、当社は平成28年11月11日付けで、

それぞれ控訴を提起し、東京高等裁判所に係属していました。 

 

２．控訴審判決の内容 

  本日、概略、次の通りの判決がなされました。 
 

① 訴訟①（控訴人兼被控訴人：当社 被控訴人兼控訴人：株式会社ＳＲＡ） 

       株式会社ＳＲＡ及び当社の各控訴をいずれも棄却する。 

② 訴訟②（控訴人兼被控訴人：株式会社ＳＲＡ 被控訴人兼控訴人：当社） 

       株式会社ＳＲＡは当社に対し、金８億 2,232万 2,500円及びこれに対する商事法定利率年

６％の割合による金員を支払え。（６億 7,562 万 2,500 円については、商事法定利率計算

の起算点を原審のそれより遡った時点とされました。） 

③ 訴訟費用は５分の４を株式会社ＳＲＡ、５分の１を当社の負担とする。 
 
３．今後の見通し 

上記のとおり、控訴審判決も当社の主張を大方認めた１審判決とほぼ同様の結論となりました。 

この判決が当社の平成30年３月期の業績（連結・個別）へ与える影響等につきましては現在精査中

であり、今後、業績予想修正の必要性及び開示すべき事項が発生した場合には、すみやかにお知らせ

いたします。 

以 上 


